
      訪問看護のサービス提供にあたり、厚生省令第３７号第８条に基づいて、当事業所が説明すべき

      事項は次のとおりです。

1.事業者概要

 　医療法人　　社団向陽会

 　山口県山口市阿知須４２４１番地４

 　理事長　　西田一也

 　０８３６-６５-５５５５

2.ご利用の事業所

 　医療法人　　社団向陽会　　阿知須訪問看護ステーション

　 山口県山口市阿知須４２４１番地４

 　管理者　　住谷　　薫

 　０８３６-６５-５３９３

 　０８３６-６５-５５８１

 　3567690007

３.事業の目的と運営方針

　　事業の目的　要介護・要支援状態にある方及び疾病または障害等を有され、かかりつけの医師が

　　指定訪問看護の必要を認めた方に対し、適正な指定訪問看護を提供することを目的と

　　します。

　　運営の方針　(１)利用者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持・回復を図ると

　　　　ともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援します。

　　　(２)事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの

　　　　綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。

４.職員の職種・人数

　　管理者 看護師若しくは保健師　　　　　　　　　＊１名

看護職員 保健師、看護師又は准看護師 ＊常勤換算2.5名以上

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士

＊病院と兼務

事務職員 常勤 ＊１名

５.営業日時

月～金曜日 ８：0０～１７：0０

土曜日 ８：0０～１２：0０

　　*　上記時間以外及び日曜・祝祭日・年末年始（１２月３０日午後～１月３日）

　　　　お盆（８月１５,１６日）は休業日と致しますが、緊急時は電話相談や訪問が可能です。

６.通常の事業区域

　 山口市南部（阿知須、佐山、深溝、江崎、嘉川、小郡、秋穂、名田島）

宇部市東部及び東北部（東岐波、西岐波、二俣瀬）

これ以外の区域については片道10㎞以上20㎞未満の地域では250円、20㎞以上の地域では
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500円の交通費を１回につき徴収します。《事業区域外　片道距離　　　　　　　　km》

７.訪問看護サービスの概要（詳細は別紙参照）

（1）心身の状況、要望、かかりつけ医の指示等を踏まえて訪問看護の計画書を作成し、適切な

　　　看護技術を持ってサービスを提供します。

（2）サービスの提供は、懇切丁寧に行い、療養上必要な事項について理解しやすい説明を行います。

（3）病気悪化の予防、介護指導等行います。

（４）理学療法士等によるサービスの提供時、利用者の状態について適切に評価を行う為に、

　　　初回訪問と３ヶ月に１回の訪問には看護職員が同行し、適切な評価をしていきます。

8.利用料について

〈介護保険の適用を受ける場合〉

本体部分 1単位＝10円

所要時間　２０分未満

准看護師による 所要時間　３０分未満

サービスの提供 所要時間　３０分以上１時間未満

（1回につき） 所要時間　１時間以上１時間３０分未満

所要時間　２０分/１回として6回/週まで

３回目/日より90/100で算定
＋

□ サービス提供体制強化加算（Ⅰ）（全員対象）

加算部分（希望に応じて）

　　月１回　　６００単位

加算部分（必要に応じて）

初回加算（Ⅰ）３５０単位/月

初回加算（Ⅱ）３００単位/月

月１回５５０単位

月１回２００単位

25/100を所定の金額に加算

深夜（22～6時）の訪問 50/100を所定の金額に加算

訪問介護事業所と連携し、たんの吸引等が必要な方
への計画の作成や介護員への助言等の支援を行う 月１回　　２５０単位□

　　　　　　３００単位／回

□ ターミナルケア加算
死亡日及び死亡日前１４日以内に２回以上
ターミナルケアを実施した場合

月１回　　２,５００単位

□
夜間・早朝・深
夜加算

夜間（18～22時）・早朝（6～8時）の訪問

特別管理加算の対象者に対して１回の時
間が１時間３０分を超えた場合

□ 特別管理加算(Ⅱ)
特別な管理が必要な場合
（在宅酸素療法指導管理等を受けている状態
や真皮を超える褥瘡の状態等）

月１回　　２５０単位

□
複数名訪問加算

（Ⅰ）

身体的理由や暴力行為､迷惑行為等により
1人の看護師による訪問が困難な場合

３０分未満　２５４単位／回

理由 ３０分以上　４０２単位／回

初回加算

□ 特別管理加算(Ⅰ)
特別な管理が必要な場合
（在宅悪性腫瘍者管理等を受けている状態や
留置カテーテルを使用している状態等）

月１回　　５００単位

(介護度変更,２ヶ月間利用無後の訪問含）退院日訪問はⅠ
□

□
緊急時訪問看護加算
（Ⅰ）

□ 退院時共同指導加算
主治医と連携して在宅生活に必要な指導を行った場
合。退院又は退院後初回訪問時１回(２回） ６００単位／回

２４時間電話対応できｻｰﾋﾞｽ計画で決められた訪問
以外の必要時緊急訪問を行います。
（訪問に要した時間により別途料金が加算されます）

理学療法士等によ
るサービスの提供

新規に計画書を作成し訪問した場合初回月に算定

□

□

看護師及び 314単位：予防　303単位

471単位：予防　451単位

823単位：予防　794単位

1,128単位：予防　1,090単位

294単位：予防　284単位

看護体制強化加算（Ⅱ）

６単位／回

□ 看護体制強化加算

看護体制強化加算（Ⅰ）

□ 長時間訪問看護加算

看護・介護職員
連携強化加算

同意する ・ 同意しない

同意する ・ 同意しない

予防：
１００単位
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〈医療保険の場合〉

本体部分

在宅におけるサービスの提供

□ 週３日目まで ５,５５０円/1日（准看護師５,０５０円）

(1回30分～１時間30分以内）週４日目以降 ６,５５０円/1日（准看護師６,０５０円）

居宅系施設入居者等へのサービスの提供

　　同一日に２人

週３日目まで ５,５５０円/1日（准看護師５,０５０円）

週４日目以降 ６,５５０円/1日（准看護師６,０５０円）

　　同一日に３人以上

週３日目まで ２,７８０円/1日（准看護師２,５３０円）

(1回30分～１時間30分以内）週４日目以降 ３,２８０円/1日（准看護師３,０３０円）

＋

初日 ７,６７０円/日

２日目～ ３,０００円/日

訪問看護基本療養費（Ⅲ） 入院中に外泊する場合のサービスの提供

(1回30分～１時間30分以内）入院中１回(２回）  ８,５００円/1日

加算部分（希望に応じて）

　月１回　　６,８００円

加算部分（必要に応じて）

介護保険と同様 　月１回

（特別な管理が必要な場合） 　　　　２,５００円

　月１回

　　　　５,０００円

　1回のみ

　週１回のみ

　　　　５,２００円

月14日目まで　2,650円/日

月15日目以降　2,000円/日

同時に複数の看護師等訪問 　週１回 ４,５００円

□ （准看護師　　3,800円）

（看護補助者　3,000円）

　月１回
訪問看護医療DX情報活用加算

オンライン資格確認により、利用
者の情報を取得し、計画的な管理
を行う

□ 長時間訪問看護加算
人工呼吸器使用状態等で特別な管
理を必要とし２時間を超える訪問

□ 緊急訪問看護加算
在宅療養診療の主治医の指示によ
り緊急訪問を行った場合（１日１
回）

２４時間電話対応でき必要時緊急
訪問を行います。（訪問時別途料
金が加算されます。）

□ 特別管理加算

２５,０００円
□ 訪問看護ﾀｰﾐﾅﾙｹｱ療養費

在宅での看取りについて、死亡日
及び死亡日前14日以内に主治医の
指示により2回以上訪問看護を実施
した場合。

より重症度等の高い場合（在宅悪
性腫瘍,在宅気管切開患者指導管理を受
ける又は気管ｶﾆｭｰﾚ,留置ｶﾃｰﾃﾙ使用中）

訪問看護管理療養費（Ⅰ）

□ ２４時間対応体制加算

複数名訪問看護加算
理由

訪問看護基本療養費（Ⅰ）

□

訪問看護基本療養費（Ⅱ）□

□

月１回　　５０単位/回口腔の健康状態の評価を実施し、利用者の同意を得て

歯科医療機関及び介護支援専門員に情報提供を行った
場合

□

□ 口腔連携強化加算
同意する ・ 同意しない

同意する ・ 同意しない
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　　　　５０円／月

１日に何度も訪問時 　１日２回

　　　　４,５００円

　１日３回以上

　　　　８,０００円

□ 厚生労働大臣が定める者に該当する場合１日１回 　1,8００円

□ １日１回 　1,3００円

　１回

早朝　午前６時～８時

□ 　１回 ４,２００円

　退院後初回訪問時

　　　 　 ８,０００円

１回

　初回訪問時

　　 　 　６,０００円

　月1回

　　　  　３,０００円

　月２回に限り

　　　  　２,０００円

〈精神科訪問看護(医療保険)の場合〉

本体部分

在宅におけるサービスの提供

30分未満 ４,２５０円/1日（准看護師３,８７０円）

□ 30分～90分 ５,５５０円/1日（准看護師５,０５０円）

30分未満 ５,１００円/1日（准看護師４,７２０円）

30分～90分 ６,５５０円/1日（准看護師６,０５０円）

同一建物居住者に対してのサービスの提供

　同一日に２人

30分未満 ４,２５０円/1日（准看護師３,８７０円）

30分～90分 ５,５５０円/1日（准看護師５,０５０円）

30分未満 ５,１００円/1日（准看護師４,７２０円）

30分～90分 ６,５５０円/1日（准看護師６,０５０円）

　同一日に３人以上

30分未満 ２,１３０円/1日（准看護師１,９４０円）

30分～90分 ２,７８０円/1日（准看護師２,５３０円）

30分未満 ２,５５０円/1日（准看護師２,３６０円）

30分～90分 ３,２８０円/1日（准看護師３,０３０円）

訪問看護医療DX情報活用加算
オンライン資格確認により、利用
者の情報を取得し、計画的な管理
を行う

週４日目
以降

在宅患者連携指導加算
訪問診療,歯科,薬局と情報共有
し、療養上の指導を行った場合

精神科訪問看護基本療養費
（Ⅲ）

週３日目
まで

週４日目
以降

２,０００円

□ 退院支援指導加算
退院時に看護師等が療養上の指
導を行い、90分を超えた場合

□

週４日目
以降

２,１００円

深夜訪問看護加算 深夜　午後１０時～午前６時

□ 退院時共同指導加算
主治医または職員とともに看護師
等が療養上の指導を行った場合

週３日目
まで

□

週３日目
まで

□ 特別管理指導加算
退院後特別な管理が必要な者に
対する指導を行った場合

□ 在宅患者緊急時等ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ加算
状態の急変等により、医師,介護支
援専門員らと自宅ｶﾝﾌｧﾚﾝｽに参加、
必要な指導を行った場合

精神科訪問看護基本療養費
（Ⅰ）

□ 夜間早朝訪問看護加算
夜間　午後６時～１０時

□ 難病等複数回訪問加算

上記以外の場合
乳幼児加算（６歳未満）

□
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＋

初日 ７,６７０円/1月

２日目～ ３,０００円/1日

入院中に外泊する場合のサービスの提供

入院中１回(２回）  ８,５００円/1回

加算部分（必要に応じて）

月14日目まで　2,650円/日

月15日目以降　2,000円/日

　週１回のみ

　　　　５,２００円

同時に複数の看護師等訪問 　週１回 ４,５００円

□ （准看護師　　3,800円）

（看護補助者　3,000円）

　１回

早朝　午前６時～８時

□ 　１回 ４,２００円

１日２回 １日 ４,５００円

３回以上 ８,０００円

＜その他・実費＞

　・死後の処置を行った場合

処置料（営業時間内）

処置料（営業時間外）

綿花・ガーゼなどのセット（ご要望に応じ）

交通費（阿知須内）

交通費（阿知須外）

                           （上記に消費税を足した金額）

　・医療器具を貸し出した場合

・ 医療保険の場合

医療保険で時間外や日曜日・祝祭日に訪問した場合

　（但し厚生労働大臣が定める疾病、特別指示書等は除く）

　　１５.０００円

　　　１,５００円

　　　　 ５００円

　　　１,０００円

吸引器

夜間　午後６時～１０時
２,１００円

ネブライザー

50円／1日

50円／1日

夜間早朝訪問看護加算

深夜訪問看護加算 深夜　午後１０時～午前６時

１回　　3,000円

　　１０,０００円

□

□ 精神科複数回訪問加算
精神科重症患者早期
集中支援管理料を算
定する利用者

緊急訪問看護加算

□ 訪問看護管理療養費

複数名訪問看護加算

□

□
精神科訪問看護基本療養費

（Ⅳ）

在宅療養診療の主治医の指示に
より緊急訪問を行った場合

理由

長時間訪問看護加算
厚生大臣が定める長時間訪問を要
する場合の２時間を超える訪問

□
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＜支払い方法＞

介護保険の場合　　　原則として利用料の２割をお支払いいただきます。＊介護保険負担割合証に記載の割合を利用料としてお支払いいただきます。（1割～2割）

＊介護保険の限度額を上回り適用を受けない部分がある場合、利用料の全額をお支払い

　いただきます。 （ただし、特別管理加算、緊急時訪問看護加算は限度額の対象外）

＊准看護師の場合は90/100で算定します。

＊「特定疾患医療受給者証」等をお持ちの方は利用料の減額等があります。

医療保険の場合 ＊保険の負担割合により利用料が異なります。（1割～3割）

　方は利用料が自己負担限度額までとなります。

＊また、「福祉医療費受給者証」「特定疾患医療受給者証」等をお持ちの方は利用料の減額

　や免除があります。

　　　　　請求金額をお知らせします。

　　毎月20日（休日の場合翌営業日）に、ご指定の金融機関から引き落とさせていただきます。

＜緊急時の対応方法＞

　　　　＊上記でかからない時　　090-6409-1581

状態が気になる時やいつもと違うと感じ心配な時等、24時間いつでも看護師が対応

しますので遠慮なく電話をして下さい。必要に応じて緊急訪問をします。

9.相談・苦情窓口

　　サービスについてご相談やご不満がある場合は、どんな事でもお寄せ下さい。

迅速、適切、丁寧に対応するよう努めます。

　阿知須訪問看護ステーション

　　管理者　住谷　　薫

　電話　　0836-65-5393

　　又は直接面談いたします。

　営業日の午前８時～午後5時

苦情を受け付けた際の処理手順は次の通りです。

①状況の確認 ②上司への報告 ③対応策の協議 ④解決方法の提示

緊急時電話番号　　0836-65-5393

担当者

ご利用方法

ご利用時間

＊ただし、｢限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの      

●利用料は、金融機関からの引き落としが原則となります。サービス利用明細書を無料発行し、
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＊その他　　山口県国民健康保険団体連合会や市町村の相談・苦情の窓口、

　　　　　　担当の介護支援専門員等でもお受けすることができます。

（参考）　山口県国民健康保険団体連合会（国保連）　　　山口市朝田1980番地7

　　　　　　介護サービス苦情相談窓口　　　083-995-1010

10.（訪問看護事業所）一時休止になった場合の体制について 《令和４年追加》

新型コロナウィルス感染症の拡大や災害時等の対応について、利用者様の安全を第一に考え、

当事業所で対応できる状況であれば変わらず訪問させて頂きます。

当事業所で対応ができない状況が発生した場合、訪問が必要な方につきましては

連携体制をとっている近隣の他事業所からの訪問を受ける事となります。

その際の関係機関への連絡、引き継ぎは当事業所で責任をもって行い、利用者の皆様が困らない

体制を準備していきます。

11.重要事項説明書・個人情報共有の同意

私は、本書に基づいて、阿知須訪問看護ステーション職員　　　　　　　　　　　　　から
重要事項説明書の説明を受け、訪問看護の提供開始に同意します。
また、私や私の家族等の個人情報についてサービス担当者会議等において介護支援専門員や
他事業者との情報交換、共有の為、必要最小限の範囲内で使用する事を同意します。

令和　　　年　　　月　　　日

利用者 住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

利用者の 住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
家族等

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
　　（続柄　　　　　　）
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